
税金の納付 

市税は、みなさんの生活に欠かすことのできない市

民サービスの原資となる大切な自主財源であり、定め

られた納期限までに自主的に納めていただくもので

す。 

 ｢忙しくてついうっかり…」「納め忘れはないかな？」

などの心配が要らないように、税金の納付は口座振替

が便利です。また、仕事が忙しくて昼間納付できない

という方は、土日や深夜でも納付できるコンビニ納付

をご利用ください。 

◇各年度（現年度分）収納状況     （単位：％） 

 市税 国民健康保険税 

平成 29年度 99.0 96.0 

平成 28年度 98.8 95.6 

平成 27年度 98.7 94.9 

平成 26年度 98.7 94.5 

延滞金と差押え 

税金を納期限までに納めなかった場合、納期限内に

納税した方との公平を保つため、延滞金がかかります。

延滞金を計算する際の利率はかなり高いものとなっ

ており、たとえうっかり忘れであっても延滞金はかか

り、思いもよらない高額になることもあります。 

市税を滞納することは市の財政を圧迫し、市民サー

ビスに支障をきたすことにもなりかねません。そして、

何よりも、納期限内に税金をきちんと納付していただ

いている大多数の納税義務者との公平を欠くことに

なります。このため、市では、納付できるのに納付し

ない悪質な滞納者に対し、財産の差押えなどの滞納処

分を実施しています。差押えの対象となるものは、預

金、給与、年金、生命保険、不動産などがあります。

また、滞納者宅等の「捜索」を行い、動産（電化製品、

貴金属、骨董品、絵画など）の差押えも実施していま

す。 

捜索 

捜索とは、財産調査等により滞納者の財産が発見で

きない場合に、予告なしに滞納者宅等に入り、立会人

を選定した上で、差し押さえるべき財産を探すことを

いいます。 

滞納処分のための捜索に関しては犯罪捜査ではな

いため令状は必要なく、相手の意思に関わりなく行う

ことができます。指定期日までに滞納している市税の

全額納付がない場合は差し押さえた動産の公売を行

い、換価した金額を滞納分に充当しています。 

◇捜索実施状況 

 捜索件数(件) 動産差押数(点) 換価金額(円) 

平成 29年度 6 30 104,912 

平成 28年度 2 40 179,971 

平成 27年度 3 27 63,266 

平成 26年度 1 11 44,092 

納税相談 

納期限内に納付できない事情のある方は、お早めに

ご相談ください。督促状や催告書を放置しても問題解

決にはなりません。 

徴収対策室では、日常生活でさまざまな問題を抱え

ている方に対して、生活再建も視野に入れた「生活再

建型滞納整理」を行っています。 

具体的には、聴き取り等により滞納者世帯の収支状

況を確認し、滞納税金を完納した後も安定した生活が

でき、期限内に税金が納められるよう、ファイナンシ

ャルプランナーの資格を持った職員が滞納者を含む

家族全体の収支状況をマネジメントします。 

病気や失業、事業の廃止や経営不振など、やむを得

ない理由で一時的に納期限内に納めることが困難な

人や、一括で納付できない人は、そのまま放置せず、

必ず徴収対策室にご相談ください。 

●問合せ 徴収対策室 ℡75-4977 

お仕事をお探しの方、 

無料職業紹介所に求職登録しませんか 

無料職業紹介所では、市民皆さんの求職登録を随時受け付けています。ご希望の職種・時間・賃金等ご記入し

ていただきます。登録後は求人の情報提供や紹介を行います。 

◇場 所 うきは市民センター別館 U-BiC 

（うきは市浮羽町朝田 582-1） ℡76-9095 

◇時 間 8時 30分～17 時 15分（平日のみ） 

◇メール ukihashigoto@city.ukiha.lg.jp 

税金は納期限内に納めましょう 


